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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の一部 

を改正する要綱 

 

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱（平成１７年大口町

告示第１２３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「第１６号」を「第１４号」に、「第１７号及び第１８号」を「第

１５号及び第１６号」に、「第１４号」を「第１２号」に改め、第１２号及び第１３

号を削り、第１４号を第１２号とし、第１５号から第１８号まで２号ずつ繰り上げ

る。 

第９条第２項中「６月３０日」を「７月３１日」に、「６月分」を「７月分」に改

める。 

別表対象サービスの欄中「・介護予防通所介護」及び「・介護予防訪問介護」を

削る。 

様式第３中 

「 

 

 

 

 

 」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

１訪問介護 ２通所介護 ３短期入所生活介護 ４定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５夜

間対応型訪問介護 ６認知症対応型通所介護 ７小規模多機能型居宅介護 ８地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護 ９複合型サービス １０介護福祉施設サービス １１介護予防

訪問介護 １２介護予防通所介護 １３介護予防短期入所生活介護 １４介護予防認知症対応

型通所介護 １５介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

１訪問介護 ２通所介護 ３短期入所生活介護 ４定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５夜

間対応型訪問介護 ６地域密着型通所介護 ７認知症対応型通所介護 ８小規模多機能型居宅

介護 ９地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 １０複合型サービス １１介護福祉施

設サービス １２介護予防短期入所生活介護 １３介護予防認知症対応型通所介護 １４介護

予防小規模多機能型居宅介護 １５第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る） １６第１号通所事業のうち介護予防通所介

護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る） 

 

」 
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。

 

二

 

対 象 と な る サ ー ビ ス は 、 訪 問 介 護 、 通 所 介 護 、 短 期 入 所 生 活 介 護 、 定

期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 、 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 、 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 、 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 、

複 合 型 サ ー ビ ス 、 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 、 介 護 予 防 訪 問 介 護 、 介 護 予

防 通 所 介 護 、 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 、 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 で す 。 

に
改
 

を
 

二

 

対 象 と な る サ ー ビ ス は 、 訪 問 介 護 、 通 所 介 護 、 短 期 入 所 生 活 介 護 、 定 期 巡 回 ・

随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 、 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 、 地 域 密 着 型 通 所 介 護 、 認 知

症 対 応 型 通 所 介 護 、 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 、

複 合 型 サ ー ビ ス 、 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 、 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、 介 護

予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 、 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 第 １ 号 訪 問

事 業 の う ち 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 相 当 す る 事 業 （ 自 己 負 担 割 合 が 保 険 給 付 と 同

様 の も の に 限 る ） 、 第 １ 号 通 所 事 業 の う ち 介 護 予 防 通 所 介 護 に 相 当 す る 事 業

（ 自 己 負 担 割 合 が 保 険 給 付 と 同 様 の も の に 限 る ） で す 。 
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